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平成２５年度の調査審議等の状況 

（平成２５年４月～平成２６年３月） 

 

 

Ⅰ 全体 

 

１ 諮問・答申件数 

平成２５年度の諮問件数は９６３件，答申件数は７５７件である。 

なお，平成１３年度から平成２５年度までの総諮問件数は１０，８９２件，総答申件

数は９，６９６件であり，平成２５年度末時点で審議中の件数は８０３件である。 

 

○情報公開関連と個人情報保護関連の総計 

［平成２５年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

情報公開 ７３６ ５７２ １２ 

個人情報保護 ２２７ １８５ １２ 

合  計 ９６３ ７５７ ２４ 

 

［平成２５年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ８００ ６３１ １８ 

独立行政法人等 １６３ １２６ ６ 

合  計 ９６３ ７５７ ２４ 

 

［平成１３年度～平成２５年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２４年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 ９，５７７ ８，５９９ ３２１ ６５７ 

独立行政法人等 １，３１５ １，０９７ ７２ １４６ 

合  計 １０，８９２ ９，６９６ ３９３ ８０３ 

 （注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

１－１ 中間答申 

  平成２５年度においては，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２４条３項の規定

に基づく中間答申の実績はなかった。 

 

１－２ 取下げ 

  平成２５年度における諮問事件の取下げは，合計で２４件であり，その内訳は以下の

とおりである。 
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（取下げ理由の内訳） 

諮問種別 件数 合計 
 

取下げ理由 件数 

情報公開 
行政機関 １０ 

１２  
不服申立人の自主的な取下げ １０件 

独立行政法人 ２ 
 

審査会意見通知 ４件 

個人情報

保護 

行政機関 ８ 
１２  

全部開示 １件 

独立行政法人 ４ 
 

その他 ９件 

合計 ２４ ２４  合計 ２４件 

 

 

２ 答申結果の分類 

平成２５年度に出された答申件数（７５７件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２５５件（３３．７％）である。 

 

 情報公開 個人情報保護 合計 

諮問庁の判断は妥当でな

いとしたもの 

４９件 

（８．６％） 

１５件 

（８．１％） 

６４件 

（８．５％） 

諮問庁の判断は一部妥当

でないとしたもの 

１３８件 

（２４．１％） 

５３件 

（２８．６％） 

１９１件 

（２５．２％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
２５５件 

（３３．７％） 

諮問庁の判断は妥当であ

るとしたもの 

３８５件 

（６７．３％） 

１１７件 

（６３．２％） 

５０２件 

（６６．３％） 

合計 
５７２件 

（１００.０%） 

１８５件 

（１００.０%） 

７５７件 

（１００.０%） 

 
答申結果の分類 

情報公開      個人情報保護       合計 

  
 

３ 平均処理期間・審議回数 

平成２５年度の答申（７５７件）について，平均処理期間は３０３．５日，平均審議

回数は３．０回であり，最短の事件では４４日で処理が終了しており（平成２５年度（独

個）答申第２０号），最長の事件では２，０２２日かかっている（平成２５年度（行情）答申

第３５４号及び第３５５号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．３回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出して

おり，全体の約７割は１２か月以内に答申を出している。 
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４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２５年度の答申（７５７件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述を聴取したとする記載のあるものは１件（不服申

立人）である。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは１４件である。このうち，

１件について，情報公開・個人情報保護審査会設置法（以下，「設置法」という。）

１２条に基づき指名委員が口頭説明の聴取を行っている。 

（３）平成２５年度に不服申立人等の口頭意見陳述及び諮問庁の口頭説明の聴取を地方

において行った実績はない。 

（４）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものは１件である。 
なお，審査会発足以降の実績は，後掲の別表のとおりである。 

 
 

５ インカメラ 

平成２５年度の答申（７５７件）についてみると，対象文書又は対象保有個人情報を

見分したとの記載があるのは５０１件である。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象

文書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された

個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２５年度の答申（７５７件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書等の内容を整理した資料を提出している場

合がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，平成２５年度の

（所要日数） 

（
件
数
） 

答申所要日数 
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状況は以下のとおりである。 

 

 

（諮問）                             （単位：件） 

 情報公開 個人情報保護 合 計 

不存在事件 １００ ３８ １３８ 

存否応答拒否事件 ５３ ７ ６０ 

文書等の特定を争う事件 ４６ ２４ ７０ 

逆ＦＯＩＡ事件 ３６ ０ ３６ 

行政文書等非該当事件 １ ２ ３ 

適用除外事件 ７ １２ １９ 

その他事件（注） ４９３ １４４ ６３７ 

合計 ７３６ ２２７ ９６３ 

（注）不存在事件，存否応答拒否事件等といった特徴のない諮問事件。以降，本資料において共通。 

 

諮問件数  情報公開（７３６件）       個人情報保護（２２７件） 

    

合計（９６３件） 
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（答申）                              （単位：件） 

 答申件数 答申結果別の内訳 

情報 

公開 

個人情報

保護 
合 計 

全部を 

妥当でない 

妥当でない
(一部妥当でな

いも含む。) 

妥当 

である 

不存在事件 ８４ ３１ １１５ １５ １８ ９７ 

存否応答拒否事件 ３１ ８ ３９ ９ １１ ２８ 

文書等の特定を争う事件 ４２ ２９ ７１ １３ １５ ５６ 

逆ＦＯＩＡ事件 ３４ ０ ３４ １ １ ３３ 

行政文書等非該当事件 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

適用除外事件 ５ ４ ９ ０ ０ ９ 

その他事件 ３７６ １１３ ４８９ ２６ ２１０ ２７９ 

合計 ５７２ １８５ ７５７ ６４ ２５５ ５０２ 

 

答申件数 情報公開（５７２件） 

 
個人情報保護（１８５件） 

 
合計（７５７件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申結果別の内訳 

「妥当でない」（６４件） 

 

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」 

（２５５件） 

 
「妥当である」（５０２件） 
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７－１ 不存在事件 

不存在事件については，平成２５年度で１３８件（情報公開１００件，個人情報保護

３８件）の諮問を受け，平成２４年度以前の諮問も含め，１１５件（情報公開８４件，

個人情報保護３１件）について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は１５件あり，情報公開関連が１４件（注１），個人情報保護関連が１件（注

２）ある。 

（注１） 平成２５年度（行情）答申第２６号，第２８号，第４４号，第１２９号，第１３０号，第１

３６号，第２２２号，第２６５号，第３３０号，第３３１号，第３４６号，第３５０号，第３

７０号及び第３９７号 

（注２） 平成２５年度（独個）答申第１６号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，平成２５年度に６０件（情報公開５３件，個人情報保

護７件）の諮問を受け，平成２４年度以前の諮問も含め，３９件（情報公開３１件，個

人情報保護８件）について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，９件あり，

情報公開関連が４件（注１），個人情報保護関連が５件（注２）である。 

（注１） 平成２５年度（行情）答申第１０１号，第３００号，第３５９号及び第３８６号 

（注２） 平成２５年度（行個）答申第６号，第１６号，第６３号，第６４号及び第６５号 

 

７－３ 文書・保有個人情報の特定を争う事件 

文書・保有個人情報の特定を争う事件については，平成２５年度に７０件（情報公開

４６件，個人情報保護２４件）の諮問を受け，平成２４年度以前の諮問を含め，７１件

（情報公開４２件，個人情報保護２９件）について答申を出している。 

この文書等の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，１３

件あり，情報公開関連が７件（注１），個人情報保護関連が６件（注２）である。 

（注１） 平成２５年度（行情）答申第８３号，第８７号，第１９６号，第２５２号，第３１５号，第

３６７号及び第４０３号 

（注２） 平成２５年度（行個）答申第２７号及び第１１０号並びに平成２５年度（独個）答申第１７

号，第２０号，第２５号及び第３５号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２５年度に３６件（全て情報公開）の諮問を受け，平

成２４年度以前の諮問を含め，３４件（全て情報公開）について答申を出している。 

この逆ＦＯＩＡに関する答申のうち，妥当でないとされたものは，情報公開関連が１

件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第２１５号 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，平成２５年度に３件（情報公開１件，個人情報保

護２件）の諮問を受けている。 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，平成２５年度に１９件（情報公開７件，個人情報保護１２

件）の諮問を受け，平成２４年度以前の諮問を含め，９件（情報公開５件，個人情報保
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護４件）について答申を出している。 

 

 

８ その他 

 

８－１ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきとし

た答申は，４件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第６１号，第６２号，第６３号及び第６４号 

 

８－２ 権利の濫用事件 

権利濫用事件については，平成２５年度に１件の諮問を受け，当該事件（注）につい

て，このような開示請求は権利の濫用といわざるを得ないとする答申を出した。 

（注） 平成２５年度（行個）答申第１２０号 

 

 

９ 総会（委員の全員をもって構成する合議体） 

 

９－１ 総会 

平成２５年度は，設置法６条２項に基づいて総会を開催し，１件の事案（注）につい

て，調査審議を行った。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第２８６号 

 

９－２ 運営会議 

平成２５年度には，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２９条に基づき，運営会

議を開催した（平成２５年４月５日）。 

 

 

１０ 各部会の調査審議回数 

各部会は，原則として毎週，定例日を定めて調査審議を行った。 

 

 調査審議回数 

第１部会 ３０回 

第２部会 ３２回 

第３部会 ３０回 

第４部会 ３４回 

第５部会 ３２回 
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（別表）答申の調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるもの 

 行情（注１） 独情（注２） 

平成１３年度 ５５  

平成１４年度 

８３，１６４，１８１，２７９， 

３９５，４２６，４２７，４２８， 

４２９，４３０，４６９，５２７ 

 

平成１５年度 
３７０，４５４，５０９，５９０， 

５９１ 
４４ 

平成１６年度 ３１９，４８８，５５５  

平成１７年度 
１２９，１３０，１３３，２３０， 

２３１，４８８ 
９ 

平成１８年度   

平成１９年度  １０３ 

平成２０年度 ２６２  

平成２１年度 ２８８，３３０ ６，１０ 

平成２２年度   

平成２３年度   

平成２４年度 ５３７，５３８  

平成２５年度 ４２２  

（注１） 数字は答申番号である。 

（注２） 個人情報保護について，該当する答申はない。 
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Ⅱ 情報公開 

 

１ 諮問・答申件数 

平成２５年度の諮問件数は７３６件，答申件数は５７２件である。 

なお，平成１３年度から平成２５年度までの総諮問件数は９，０７２件，総答申件数

は８，１２７件であり，平成２５年度末時点での審議中の件数は６０７件である。 

 

 ○情報公開関連 

［平成２５年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ６４２ ５０１ １０ 

独立行政法人等 ９４ ７１ ２ 

合  計 ７３６ ５７２ １２ 

 

［平成１３年度～平成２５年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２５年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 ８，１７８ ７，３６５ ２７８ ５３５ 

独立行政法人等 ８９４ ７６２ ６０ ７２ 

合  計 ９，０７２ ８，１２７ ３３８ ６０７ 

 

 

２ 答申結果の分類 

平成２５年度に出された答申件数（５７２件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，１８７件（３２．７％）である。 

 

 行政機関 独立行政法人 合計 

諮問庁の判断は妥当で

ないとしたもの 

４６件 

（９．２％） 

３件 

（４．２％） 

４９件 

（８．６％） 

諮問庁の判断は一部妥

当でないとしたもの 

１２２件 

（２４．４％） 

１６件 

（２２．５％） 

１３８件 

（２４．１％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
１８７件 

（３２．７％） 

諮問庁の判断は妥当で

あるとしたもの 

３３３件 

（６６．５％） 

５２件 

（７３．２％） 

３８５件 

（６７．３％） 

合計 
５０１件 

（１００.０%） 

７１件 

（１００.０%） 

５７２件 

（１００.０%） 
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答申結果の内訳 

       行政機関       独立行政法人 

   
 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

平成２５年度の答申（５７２件）について，平均処理期間は３０８．１日，平均審議

回数は３．０回であり，最短の事件では４６日で処理が終了しており（平成２５年度（行

情）答申第１５号），最長の事件では２，０２２日かかっている（平成２５年度（行情）答申

第３５４及び第３５５号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．３回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は１０か月以内で答申を出し

ており，全体の約７割は１２か月以内に答申を出している。 

 

 

 

 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２５年度の答申（５７２件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述を聴取したとする記載のあるものは１件（不服申

立人）である。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは１３件である。このうち，

１件について，設置法１２条に基づき指名委員が口頭説明の聴取を行っている。 

（３）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものは１件である。 
 
 

（所要日数） 

（
件
数
） 

答申所要日数 
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５ インカメラ 

平成２５年度の答申（５７２件）についてみると，対象文書を見分したとの記載があ

るのは３９３件となっている。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象文

書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された個

人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イン

カメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２５年度の答申（５７２件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を整理した資料を提出している場合

がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，平成２５年度の

状況は以下のとおりである。 

（単位：件） 

区 分 
諮問 

件数 

答申 

件数 

答申結果別の内訳 

全部を 

妥当でな

い 

妥当でない

(一部妥当でな

いも含む。) 

妥当 

である 

不存在事件 １００ ８４ １４ １６ ６８ 

存否応答拒否事件 ５３ ３１ ４ ６ ２５ 

文書の特定を争う事件 ４６ ４２ ７ ９ ３３ 

逆ＦＯＩＡ事件 ３６ ３４ １ １ ３３ 

行政文書等非該当事件 １ ０ ０ ０ ０ 

適用除外事件 ７ ５ ０ ０ ５ 

その他事件 ４９３ ３７６ ２３ １５５ ２２１ 

合計 ７３６ ５７２ ４９ １８７ ３８５ 

 

諮問件数（７３６件）      答申件数（５７２件） 
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答申結果別の内訳 

  「妥当でない」（４９件）   「妥当でない（一部妥当でないも含む）」（１８７件） 

    

 

 「妥当である」（３８５件） 

 

 
 

７－１ 不存在事件 

不存在事件については，平成２５年度では１００件の諮問を受け，平成２４年度以前

の諮問も含め，８４件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は，１４件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第２６号，第２８号，第４４号，第１２９号，第１３０号，第１３６

号，第２２２号，第２６５号，第３３０号，第３３１号，第３４６号，第３５０号，第３７０号及

び第３９７号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，平成２５年度に５３件の諮問を受け，平成２４年度以

前の諮問も含め，３１件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，４件（注）

である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第１０１号，第３００号，第３５９号及び第３８６号 

 

７－３ 文書の特定を争う事件 

文書の特定を争う事件については，平成２５年度に４６件の諮問を受け，平成２４年
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度以前の諮問を含め，４２件について答申を出している。 

この文書の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，７

件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第８３号，第８７号，第１９６号，第２５２号，第３１５号，第３

６７号及び第４０３号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２５年度に３６件の諮問を受け，平成２４年度以前の

諮問を含め，３４件について答申を出している。 

この逆ＦＯＩＡに関する答申のうち，妥当でないとされたものは，１件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第２１５号 

 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，平成２５年度に１件の諮問を受けている。 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，平成２５年度に７件の諮問を受け，平成２４年度以前の諮

問を含め，５件について答申を出している。 

 

 

８ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきとし

た答申は，４件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行情）答申第６１号，第６２号，第６３号及び第６４号 
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Ⅲ 個人情報保護 

 

１ 諮問・答申件数 

平成２５年度の諮問件数は２２７件，答申件数は１８５件である。 

なお，平成１７年度から平成２５年度までの総諮問件数は１，８２０件，総答申件数

は１，５６９件であり，平成２５年度末時点で審議中の件数は１９６件である。 

 

○個人情報保護関連 

[平成２５年度]                   （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 １５８ １３０ ８ 

独立行政法人等 ６９ ５５ ４ 

合  計 ２２７ １８５ １２ 

 

  （単位：件） 

 行政機関 独立行政法人 

諮問件数 答申件数 取下件数 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連 １４７ １２４ ８ ５８ ５１ ２ 

訂正請求関連 １１ ６ ０ １０ ４ ２ 

利用停止請求関連 ０ ０ ０ １ ０ ０ 

合  計 １５８ １３０ ８ ６９ ５５ ４ 

 

 

［平成１７年度～平成２５年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２４年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 １，３９９ １，２３４ ４３ １２２ 

独立行政法人等 ４２１ ３３５ １２ ７４ 

合  計 １，８２０ １，５６９ ５５ １９６ 

（注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

 

２ 答申結果の分類 
平成２５年度に出された答申件数（１８５件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，６８件（３６．８％）である。
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 行政機関 独立行政法人 合計 

諮問庁の判断は妥当でな

いとしたもの 

９件 

（６．９％） 

６件 

（１０．９％） 

１５件 

（８．１％） 

諮問庁の判断は一部妥当

でないとしたもの 

４６件 

（３５．４％） 

７件 

（１２．７％） 

５３件 

（２８．６％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
６８件 

（３６．８％） 

諮問庁の判断は妥当であ

るとしたもの 

７５件 

（５７．７％） 

４２件 

（７６．４％） 

１１７件 

（６３．２％） 

合計 
１３０件 

（１００.０%） 

５５件 

（１００.０%） 

１８５件 

（１００.０%） 

 

答申結果の内訳 

行政機関         独立行政法人 

     

 
 

３ 平均処理期間・審議回数 

平成２５年度の答申（１８５件）について，平均処理期間は２８９．２日，平均審議

回数は２．８回であり，最短の事件では４４日で処理が終了しており（平成２５年度（独

個）答申第２０号），最長の事件では７５６日かかっている（平成２５年度（行個）答申第１２

５号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は，２．２回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出して

おり，全体の約３分の２は１１か月以内に答申を出している。 
 

 

 

答申所要日数 

（
件
数
） 

（所要日数） 
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４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２５年度の答申（１８５件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるものはなく，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあ

るものが１件ある。また，調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものはない。 

 

 

５ インカメラ 

平成２５年度の答申（１８５件）についてみると，対象保有個人情報を見分したとの

記載があるのは１０８件となっている。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象保有個人情報の見分」等と記載されている答申数である。

対象文書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入され

た個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２５年度の答申（１８５件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて対象保有個人情報の内容を整理した資料を提出している場合

がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，平成２５年度の

状況は以下のとおりである。 

 

（単位：件） 

区 分 
諮問 

件数 

答申 

件数 

答申結果別の内訳 

全部を 

妥当でな

い 

妥当でない

(一部妥当でな

いも含む。) 

妥当 

である 

不存在事件 ３８ ３１ １ ２ ２９ 

存否応答拒否事件 ７ ８ ５ ５ ３ 

保有個人情報の特定を争う事件 ２４ ２９ ６ ６ ２３ 

逆ＦＯＩＡ事件 ０ ０ ０ ０ ０ 

行政文書等非該当事件 ２ ０ ０ ０ ０ 

適用除外事件 １２ ４ ０ ０ ４ 

その他事件 １４４ １１３ ３ ５５ ５８ 

合計 ２２７ １８５ １５ ６８ １１７ 
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諮問件数（２２７件）       答申件数（１８５件） 

  

 

答申結果別の内訳  

「妥当でない」（１５件）    妥当でない（一部妥当でないも含む）」（６８件） 

 

 

 

７－１ 不存在事件 

不存在事件については，平成２５年度では３８件の諮問を受け，平成２４年度以前の

諮問も含め，３１件について答申を出している。 

この不存在に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（保有個人情報が存在する

とされたもの）は，１件（注）である。 

（注） 平成２５年度（独個）答申第１６号 

「妥当である」（１１７件） 
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７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，平成２５年度に７件の諮問を受け，平成２４年度以前

の諮問も含め，８件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，５件（注）

である。 

（注） 平成２５年度（行個）答申第６号，第１６号，第６３号，第６４号及び第６５号 

 

７－３ 保有個人情報の特定を争う事件 

保有個人情報の特定を争う事件については，平成２５年度に２４件の諮問を受け，平

成２４年度以前の諮問を含め，２９件について答申を出している。 

この保有個人情報の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，

６件（注）である。 

（注） 平成２５年度（行個）答申第２７号及び第１１０号並びに平成２５年度（独個）答申第１７号，

第２０号，第２５号及び第３５号 

 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２５年度に受け付けた諮問はなく，答申も出されてい

ない。 

 

７－５ 保有個人情報非該当事件 

保有個人情報非該当事件については，平成２５年度に受け付けた諮問はなく，答申も

出されていない。  

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，平成２５年度に１２件の諮問を受け，平成２４年度以前の

諮問を含め，４件について答申を出している。 

 

 

８ 権利の濫用事件 

権利濫用事件については，平成２５年度に１件の諮問を受け，当該事件（注）につい

て，このような開示請求は権利の濫用といわざるを得ないとする答申を出した。 

（注） 平成２５年度（行個）答申第１２０号 
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Ⅳ  付言の実績 

当審査会では，答申において，諮問庁（又は処分庁）における情報公開・個人情報保護

制度の運用が不適切である場合や，同制度の運用そのものの問題ではないにしても，同制

度の円滑かつ適切な運用を行うために必要な措置について付言を行うことがある。 

平成２５年度の答申を整理すると，９３件の答申において付言がみられ，諮問の遅れな

ど１４の項目にわたって意見が述べられている。 

主な項目別件数としては，諮問の遅れ・早期諮問に関する付言（２８件）が最も多く，

続いて，開示・不開示の判断に関する付言（１２件），情報提供に関する付言（１０件），

補正に関する対応に関する付言及び開示決定等通知書の不適切な記載に関する付言（それ

ぞれ８件），開示決定等の理由の提示に関する付言（７件），文書管理に関する付言及び審

査会への対応に関する付言（それぞれ６件）などという順になっている。 

各項目の主な付言の該当部分は，以下のとおりである。 

（注） 一つの答申において，複数の項目にわたって付言しているものもある。 

 

１） 諮問の遅れ・早期諮問について付言したもの（２８件） 

・ 本件は，異議申立てから補正命令を行うまでに約２年という期間が経過しているが，

異議申立ての趣旨及び理由に照らしても，そのような期間を要するものとは考え難く，到

底「簡易迅速な手続」による処理とは言い難い。 
  諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，

迅速かつ的確な対応が望まれる。 
（平成２５年度（行情）答申第３８号） 

・ 本件諮問は，審査請求後，５年８か月余を経過してされている。本件対象文書の不開

示理由からして，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは到底考え難く，

本件諮問は，遅きに失したと言わざるを得ない。諮問庁においては，今後，開示決定等に

対する不服申立事件における諮問に当たって，迅速かつ的確に対応することが望まれる。 
また，本件は，審査請求後，本件諮問までの間に，本件開示請求の対象となり得た文書

が保存期間を満了し，廃棄されたというものであった。もとより，早期に諮問されていれ

ば避け得た事態であるから，この点からも，今後，開示決定等に対する不服申立事件にお

ける諮問に当たって，迅速かつ的確に対応することが望まれる。 
（平成２５年度（行個）答申第４０号） 

など 

 

２） 開示・不開示の判断について付言したもの（１２件） 

・ 本件請求文書については，その存否を明らかにしないで，開示請求を拒否すべきもの

であったことを踏まえると，本件開示請求につき，処分庁及び諮問庁において，開示すべ

き文書又は情報か否かについて十分精査した上で，原処分及び諮問を行っているとは認め

難い。今後，開示決定等に当たっては，その対象となる内容等を十分精査して，適切に対

応すべきである。 
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（平成２５年度（行情）答申第１５２号） 

・ 処分庁は，原処分において，開示請求の対象に含まれない被処分者に係る文書や公表

されていない被処分者の氏名等，本来不開示とすべき部分について開示決定するなど，開

示決定等の処理に不適切な点が散見される。 

この点については，諮問庁も，誤って開示決定した事実を認めている。 

  このように本件開示決定等は過誤を含むものであって，処分庁に対する信頼を損なう

ものであるのみならず，法が保護しようとする法益の侵害を招くものであり，処分庁に

あっては，今後同様のことがないよう正確かつ慎重な対応をすべきである。 

（平成２５年度（行情）答申第２５８号） 

など 

 

３） 情報提供について付言したもの（１０件） 

・ 本件開示請求書の記載からすると，異議申立人に係る情報の開示を求めるものである

から，処分庁は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求をす

るよう教示すべきであったと言える。今後，開示請求に係る事務手続において，適切な教

示をするなど，的確な対応が望まれる。 

（平成２５年度（行情）答申第１５２号） 

・ 審査請求人は，原処分において公開された行政文書はホームページで公表済みの議事

概要と資料のみであったにもかかわらず，そのことが事前に通告されなかったために，本

来負担する必要のなかった費用負担を行った原処分は不適法であると主張する。 

  このような場合に事前通告を義務付ける法令などは認められないことから，不適法と

までは言えないが，開示請求後に本件対象文書をホームページに掲載し，その後，開示決

定を行った本件の経緯等を踏まえると，その旨の開示請求者への情報提供は行われてしか

るべきだったと言わざるを得ない。諮問庁は今後の対応について改善に努めるとしており，

当審査会としても，それに期待するものである。 

（平成２５年度（行情）答申第３１５号） 

など 

 

４） 補正に関する対応について付言したもの（８件） 

・ 諮問庁から提出された資料等によれば，原処分２（諮問第４９９号）は，最終求補正

の期限日と同日付けで行われている事実が認められるのであり（上記２（２）イ（カ）及

び（キ）参照），期限の経過を待たずに行われたことになる。この点について，当審査会

事務局職員をして諮問庁に説明を求めさせたところ，処分庁２においては，同日の郵送，

窓口業務が終了して，審査請求人からの最終求補正に関する応答が届いていないことを確

認した後に，行政文書開示決定通知書を発出・発送しているとの説明であり，この説明自

体は，一般的な事務処理の仕方に沿うものであり，事実であると認めうるが，それでも，

その後も，窓口業務外で郵送以外の手段により最終求補正の応答等がされる可能性は残さ

れていたのであるから，同日の郵送，窓口業務が終了したことを確認したとして，同日中

に原処分を行ったことには，問題があったというべきである。しかし，原処分後の事情で
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はあるが，審査請求人は同日中には最終求補正に応答していないのであり，他方，原処分

は，同日中には，通常の形態では最終求補正の応答がありえないとの事情を確認して行わ

れたのであるから，原処分に取消原因となるほどの違法があるとまでは言えない。 

  しかし，補正期間を定めて求補正をした以上，その期間経過前に処分（開示決定）を

することは一般的には許されないことであって，場合によっては違法として処分の取消事

由にもなるから，慎むべきである。 

（平成２５年度（行情）答申第１４２号及び第１４３号） 

・ 開示請求書の記載に照らせば，本件は，早明浦ダムに係る全ての水利権に関する文書

の開示を求めるものとも解されるのであるから，この点について開示請求者の意図を確認

し，必要に応じて補正を求めるなどすべきであったところ，処分庁は，開示請求者の意図

を確認しないまま，発電のための水利権に関する文書を対象として特定した上で，文書不

存在を理由とする不開示決定を行っている。 

  今後，処分庁においては，開示請求の趣旨を的確に把握した上で，適切な対応を行う

ことが望まれる。 

（平成２５年度（独情）答申第４４号） 

 など 

 

５） 開示決定等通知書の不適切な記載について付言したもの（８件） 

・ 開示決定等における不開示とする保有個人情報の示し方については，不開示部分を特

定して示すべきところ，そもそも平成２３年８月１０日付け大管総１８８の一部開示決定

処分において，対象保有個人情報（本件審判所保有個人情報）の範囲及び不開示部分が明

確に示されていない状況の下で，不開示部分について，更に「大阪国税不服審判所から取

得した平成２３年８月１０日付け大管総１８８保有個人情報の開示をする旨の決定にお

いて不開示とした書類のうち，上記１の（４）及び（５）を除いた部分」と同様の示し方

を繰り返すだけであり，その内容が異議申立人に伝わり難く，不明確な記載のままとなっ

ている。 

  今後の開示請求への対応においては，対象保有個人情報の不開示部分の示し方につい

て，不明確であるとの指摘を受けることのないよう，適切な対応が望まれる。 

（平成２５年度（行個）答申第４号） 

など 

 

６） 開示決定等の理由の提示について付言したもの（７件） 

・ 原処分においては，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして開示請

求の対象外とした部分が存するところ，処分庁は，本件開示決定通知書において，開示す

る保有個人情報を「滞納処分票（ただし，平成２２年１月１日以降の記事部分）」とした

上で，不開示とした部分の理由を法１４条３号イ及び７号イに該当と記載するのみである。 

  このような記載では，対象として特定した保有個人情報の範囲，すなわち開示請求者

を本人とする保有個人情報に該当しないとの理由で不開示とした部分が存することが不

明確であると言わざるを得ない。 
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  また，本件開示決定通知書における「不開示とした部分とその理由」の示し方につい

ては，「根拠条項」の条文を「不開示理由等」欄に記載したにすぎないことから，不開示

理由の提示としては不十分であると言わざるを得ない。 

  今後，諮問庁においては，開示する保有個人情報並びに不開示部分及び不開示理由の

示し方について処分庁を指導するなど，適切な対応を取ることが望まれる。 

（平成２５年度（行個）答申第２９号） 

・ 処分庁は原処分における不訂正の理由を，「不訂正とした部分については，機構法以下

の関係法令等に定められている奨学金事業に係る業務を行うため，適正に取得し保有して

いるものである」と説明するものの，法２９条該当性について明示的な言及をすることな

しに原処分を行ったのは，法の趣旨に則った適切な対応であったとは言い難い。 

  今後の訂正請求においては，該当条項に則って検討を行い，不訂正とした理由につい

て，明らかとするよう，適切な対応が望まれる。 

（平成２５年度（独個）答申第１号） 

など 

 

７） 文書管理について付言したもの（６件） 

・ 本件は，開示請求をきっかけとして文書の紛失が判明したもので，平成１４年度以降，

文書が存在したかどうか確認できないとのことである。本件のような事態は，ひとえに文

書管理意識の欠如に起因するものと思われ，近畿地方整備局のみならず，国土交通省のど

の部局においても生じる可能性があるものとして，今後は，国土交通省全体において文書

の紛失等という事態を絶対に起こさぬよう日頃の文書管理を徹底することが望まれる。ま

た，文書の中には復元等の対処を要するものもあり，復元等の対処には紛失等の事態の早

期発見が肝要であるから，少なくとも定期的に文書の所在の点検を実施することが望まし

い。 

（平成２５年度（行情）答申第３４７号） 

など 

 

８） 審査会への対応について付言したもの（６件） 

・ 諮問庁は，本件測定に係る報道発表資料について，当初，理由説明書において，追記

文章が記載されていないものが，報道発表当日に，報道機関に配布及び環境省ホームペー

ジに掲載されたと思われるが，後日差し替えられた形跡がうかがえたと説明していたが，

補充理由説明書においては，上記第３の２（３）のとおり，その差し替えは報道発表直前

に行われたが，手違いにより，日光事務所の報道発表では追記文章のない差し替え前の資

料が公表されることとなったとし，正しくは，報道発表当日には，本省では追記文章が記

載された差し替え後のものが公表され，日光事務所では追記文章の記載のない差し替え前

のものが公表されたという，理由説明書の説明とは異なるものであった。 

  理由説明書及び補充理由説明書は，原処分の決定についての諮問庁の考え方及び理由

を記載するものであることから，その前提となる事実関係の説明の齟齬は，審査請求人を

混乱させ，無用な不信感を生じさせることになるのみならず，当審査会の円滑な審議にも
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支障を与えるものであり，諮問庁は，理由説明書及び補充理由説明書を作成する際には，

当該文書の記載に事実誤認等がないかを確認するなど，適切に処理することが望まれる。 

（平成２５年度（行情）答申第１３２号） 

・ 文書Ⅲには，多種多様な情報が記載されているにもかかわらず，その不開示とした理

由について，諮問庁は，一般的，抽象的な説明に止まり，情報の種別・類型等に応じた具

体的な不開示理由は明らかにしていない。 

  これについて，当審査会では，審査会事務局職員をして諮問庁に対して，あるいは，

諮問庁口頭説明聴取の場において，指名委員から諮問庁に対して，本件対象文書に記載さ

れている各種情報ごとに不開示理由を具体的に説明するよう求めるとともに，法５条３号

はもとよりその他の不開示理由もないことが明白な情報については開示すべきである旨

を伝え，再検討を強く促した。 

  しかし，諮問庁は，上記２（２）ウのとおり，各種情報ごとの不開示理由の具体的説

明をせず，部分開示することについても拒否する姿勢を明確にした。 

  諮問庁のこのような姿勢は，情報公開制度に対する無理解から生じており，法の立法

趣旨を没却するものと言うほかはなく，誠に遺憾である。 

  諮問庁においては，組織を挙げて法の趣旨に対する理解を深めるべく早急に具体的施

策を講じ，今後の情報公開制度の適切な運用に努めるべきである。 

（平成２５年度（独情）答申第２６号） 

など 

 

９） 開示決定等における対象文書の表記について付言したもの（５件） 

・ 法に基づく開示請求に対する処分においては，原則として，対象文書の文書名を，表

題，作成日又は文書番号等で客観的に他から識別できるように特定すべきものである。原

処分において，処分庁が開示した文書１の名称を記載せず，本件請求文書の名称を記載し

たことは適切であったとは言えない。また，処分庁が不存在を理由に不開示とした文書２

ないし文書６についても，理由説明書に掲げた文書（別紙２の「理由説明書において説明

している文書」欄に掲げる文書２ないし文書６）を対象文書と特定した上でその保有の有

無を判断したのであるから，原処分の決定通知書には，本件請求文書の名称を記載するの

ではなく，理由説明書に掲げた文書名を記載すべきであった。今後，処分庁及び諮問庁に

おいては，開示請求に対応する対象文書の名称等を適切に記載することが望まれる。 

（平成２５年度（独情）答申第４４号） 

など 

 

１０） 文書等の特定について付言したもの（４件） 

・ 本件開示請求において，処分庁は，本件請求文書に該当する行政文書について，特定

しなかったにもかかわらず，法５条６号柱書きに該当するとして不開示とする一部開示決

定を行った。このような原処分の在り方は，不適切であるといわざるを得ない。 

（平成２５年度（行情）答申第４６１号） 
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１１） 開示決定の迅速・適正化について付言したもの（３件） 

・ 処分庁は，原処分１を行った後に，審査請求人の申立てによって追加で原処分２を行

っていること，別表２の文書の区別が明確とはいい難いこと等，開示請求に対する処分庁

の事務処理が適切ではなく，今後，保有個人情報の開示請求に当たっては，適確な事務処

理をすべきである。 

（平成２５年度（行個）答申第１２６号） 

など 

 

１２） 開示決定等に係る調査不足について付言したもの（２件） 

・ 本件調査審議の過程で，再度関係先を探索したところ，本件対象保有個人情報２の存

在が新たに確認された。当該保有個人情報は，本来であれば，原処分の際に特定した上で

開示決定等すべきであったものであり，今後は，開示請求の時点で，その請求内容等を十

分精査し，対象となり得る保有個人情報の探索を漏れなく行うよう，法に基づき適切に対

応すべきである。 

（平成２５年度（行個）答申第１２６号） 

など 

 

１３） 開示の実施手続きについて付言したもの（１件） 

・ 文書３の一部（別紙４に掲げる部分）には，アンケート調査回収後，取りまとめ担当

者の手書きにより，アンケート実施及び内容に係る情報が記載されており，当該部分は，

原処分で開示するとされたが，開示の実施の際に不開示とされている。速やかに同部分

の開示実施をするとともに，今後，開示決定の趣旨に即した的確な開示実施を行うべき

である。 

（平成２５年度（行情）答申第２３３号） 

 

 

１４） その他（１１件） 

・ 本件対象文書のうち，１枚目の４行目から２９行目まで，３枚目の１９行目以下が，

原処分において，全て白塗りとされており，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認さ

せたところ，原処分の際に，審査請求人（開示請求者）の了解を得て，開示請求の対象

外の項目について，白塗りにしたとのことであった。情報公開制度における開示の実施

は文書単位で行うものであり，その一部でも白塗りにした場合，開示請求者には，当該

部分に情報が存するのかも不明となり，不服の判断等に支障を与える可能性も想定でき

ることから，開示請求者の了解を得たとしても，このような白塗りは避けるべきである。 

（平成２５年度（行情）答申第４０８号） 

・ 本件対象保有個人情報の不開示部分である審査会審理に関与した審査長及び審査員の

署名及び押印は，法律要件である。当審査会事務局職員をして，社会保険審査会の裁決

書の原本について，再審査請求人本人が閲覧を申し出た場合，閲覧することは可能か諮

問庁に照会したところ，当該署名及び押印部分についての閲覧は予定していないとのこ
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とであった。当審査会の法に基づく署名及び印影に関する開示・不開示の判断は上記２

のとおりであるが，このことは当該部分の閲覧の取扱いの適否を意味するものではなく，

当該署名及び押印の閲覧を認めるなどその方策について検討することが望まれる。 

（平成２５年度（行個）答申第１５号） 

など 
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【参考】平成２５年度に付言を行った答申一覧 

区  分 答 申 番 号 

１）諮問の遅れ・早期諮問につ

いて付言したもの（２８件） 

平成２５年度（行情）答申第３７号 

平成２５年度（行情）答申第３８号 

平成２５年度（行情）答申第３９号 

平成２５年度（行情）答申第４０号 

平成２５年度（行情）答申第１５４号 

平成２５年度（行情）答申第１５６号 

平成２５年度（行情）答申第１９９号 

平成２５年度（行情）答申第２００号 

平成２５年度（行情）答申第２１０号 

平成２５年度（行情）答申第２２０号 

平成２５年度（行情）答申第２５８号 

平成２５年度（行情）答申第２６３号 

平成２５年度（行情）答申第３５６号 

平成２５年度（行情）答申第３９２号 

平成２５年度（行情）答申第４００号 

平成２５年度（行情）答申第４０８号 

平成２５年度（行情）答申第４４３号 

平成２５年度（行情）答申第４６０号 

平成２５年度（行情）答申第４７１号 

平成２５年度（行情）答申第４８５号 

平成２５年度（行情）答申第４９１号 

平成２５年度（行個）答申第４０号 

平成２５年度（行個）答申第７６号 

平成２５年度（行個）答申第７７号 

平成２５年度（行個）答申第１１２号 

平成２５年度（行個）答申第１１３号 

平成２５年度（行個）答申第１２１号 

平成２５年度（独個）答申第２０号 

２）開示・不開示の判断につい

て付言したもの（１２件） 

 

平成２５年度（行情）答申第８号 

平成２５年度（行情）答申第９号 

平成２５年度（行情）答申第１５２号 

平成２５年度（行情）答申第１８５号 

平成２５年度（行情）答申第２５８号 

平成２５年度（行情）答申第２９４号 

平成２５年度（行情）答申第４００号 

平成２５年度（行情）答申第４７１号 

平成２５年度（独情）答申第２６号 
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 平成２５年度（行個）答申第１４号 

平成２５年度（行個）答申第４３号 

平成２５年度（行個）答申第７９号 

３）情報提供について付言し 

たもの（１０件） 

平成２５年度（行情）答申第６６号 

平成２５年度（行情）答申第１３６号 

平成２５年度（行情）答申第１５２号 

平成２５年度（行情）答申第２６６号 

平成２５年度（行情）答申第２９８号 

平成２５年度（行情）答申第２９９号 

平成２５年度（行情）答申第３１５号 

平成２５年度（行情）答申第３８６号 

平成２５年度（行個）答申第５号 

平成２５年度（行個）答申第１００号 

４）補正に関する対応について

付言したもの（８件） 

平成２５年度（行情）答申第１４２号 

平成２５年度（行情）答申第１４３号 

平成２５年度（行情）答申第２８８号 

平成２５年度（行情）答申第３４０号 

平成２５年度（行情）答申第３４２号 

平成２５年度（行情）答申第３４９号 

平成２５年度（独情）答申第４４号 

平成２５年度（行個）答申第１２９号 

５）開示決定等通知書の不適切

な記載について付言したもの

（８件） 

平成２５年度（行個）答申第８号 

平成２５年度（行個）答申第９号 

平成２５年度（行個）答申第１０号 

平成２５年度（行個）答申第１１号 

平成２５年度（行個）答申第１２号 

平成２５年度（行個）答申第１９号 

平成２５年度（行個）答申第２０号 

平成２５年度（行個）答申第１０５号 

６）開示決定等の理由の提示に

ついて付言したもの（７件） 

平成２５年度（行情）答申第９０号 

平成２５年度（行情）答申第９１号 

平成２５年度（行個）答申第６号 

平成２５年度（行個）答申第２９号 

平成２５年度（行個）答申第９０号 

平成２５年度（独個）答申第１号 

平成２５年度（独個）答申第３６号 

７）文書管理について付言した

もの（６件） 

平成２５年度（行情）答申第１６４号 

平成２５年度（行情）答申第２９４号 

平成２５年度（行情）答申第３４７号 
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 平成２５年度（行情）答申第４７３号 

平成２５年度（行情）答申第４８６号 

平成２５年度（行情）答申第４９１号 

８）審査会への対応について付

言したもの（６件） 

平成２５年度（行情）答申第１３２号 

平成２５年度（行情）答申第２３３号 

平成２５年度（行情）答申第４００号 

平成２５年度（行情）答申第４６１号 

平成２５年度（独情）答申第２６号 

平成２５年度（行個）答申第１２６号 

９）開示決定等における対象文

書の表記について付言したも

の（５件） 

平成２５年度（行情）答申第３２５号 

平成２５年度（行情）答申第３２６号 

平成２５年度（行情）答申第４７６号 

平成２５年度（行情）答申第４９０号 

平成２５年度（独情）答申第４４号 

１０）文書等の特定について付

言したもの（４件） 

平成２５年度（行情）答申第２８号 

平成２５年度（行情）答申第４６１号 

平成２５年度（独情）答申第２７号 

平成２５年度（行個）答申第１０５号 

１１）開示決定の迅速・適正化

について付言したもの（３件） 

平成２５年度（行個）答申第５号 

平成２５年度（行個）答申第５７号 

平成２５年度（行個）答申第１２６号 

１２）開示決定等に係る調査不

足について付言したもの（２

件） 

平成２５年度（行情）答申第２３３号 

平成２５年度（行個）答申第１２６号 

１３）開示の実施手続きについ

て付言したもの（１件） 

平成２５年度（行情）答申第２３３号 

１４）その他の付言（１１件） 平成２５年度（行情）答申第１２９号 

平成２５年度（行情）答申第１３０号 

平成２５年度（行情）答申第２８４号 

平成２５年度（行情）答申第２８５号 

平成２５年度（行情）答申第２９４号 

平成２５年度（行情）答申第４０８号 

平成２５年度（行個）答申第１号 

平成２５年度（行個）答申第４号 

平成２５年度（行個）答申第１５号 

平成２５年度（行個）答申第１２３号 

平成２５年度（独個）答申第３号 

（注） 平成２５年度（行情）答申第１５２号，第２３３号，第２５８号，第２９４号，第４００号，第

４０８号，第４６１号，第４７１号及び第４９１号，平成２５年度（独情）答申第２６号及び第４
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４号並びに平成２５年度（行個）答申第５号，第１０５号及び第１２６号においては，複数の項目

にわたって付言している。 
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